
 

 

 

 

 

産業環境委員会陳情説明資料 
 

 

令和７年１０月９日 
 

件名 頁 

（１） 受理番号８   地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会 

等に提出することを求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

（２） 

 

受理番号９   足立ブランド認定と認定企業への支援の仕組みの改善を求める 

陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（産業経済部） 
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件  名 

受理番号８ 

地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出す

ことを求める陳情 

所管部課名 産業経済部 産業政策課 

陳情の要旨 

国会等に対し、下記項目の意見書を提出していただきたい。 

（１）地方消費者行政強化交付金の延長と、消費生活相談員の人件費に充てる

ことができる交付金等の財政支援を早急に措置すること。 

（２）ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新及び消費生活相談のデジタル化に生じる費用を国に

おいて措置すること。 

（３）ＰＩＯ－ＮＥＴ等、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務は、地

方財政法第１０条を改正して国の恒常的な財源措置を検討すること。 

陳情者等  請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び 

経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地方消費者行政強化交付金について 

（１）目的 

地域の消費者の安全で安心な消費生活の実現及び地域の活性化に資す 

ることを目的とする。 

（２）施行 

   平成３０年３月２８日 

（３）交付金の概要 

 推進事業 強化事業 

補助率 １０／１０ ５／１０ 

事業 

メニュー 

消費生活センター等の整

備、消費生活相談員の新

規・増員、地域社会にお

ける消費者問題解決力の

強化に関する事業等 

消費者教育や啓発の取組

み、ＳＤＧｓへの取組み、

消費生活相談員のレベル

アップ事業等 

交付期間 

最長で令和９年度まで 

※ 原則として平成２９

年度までに立ち上げた新

規事業に対して原則７年

活用できる（条件を満た

す小規模自治体は、最長

１１年まで活用できる）。 

終了時期は示されていな

い。 

※ 推進事業について、消費者庁は令和８年度予算概算要求の中で、 

令和７年度に推進事業を活用している自治体の活用期間を事実上令和 

１１年度まで延長する方針を明らかにしている。 
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２ 足立区における地方消費者行政強化交付金の交付額等について 

（１）令和６年度の交付状況 

  ア 交付金総額 

  １，２４７千円 

  イ 事業別内訳 

 推進事業 強化事業 

補助率 １０／１０ ５／１０ 

交付額 ０円 １，２４７千円 

※ 推進事業については、対象となる事業メニューに対して令和４

年度まで交付金を活用していたが、いずれも活用期間を満了したた

め、令和５年度以降は交付実績なし。 

（２）令和６年度強化事業における交付金対象経費 

  ア 配慮を要する消費者の相談・見守り体制の確保 １，４３４千円 

（テレビ通訳サービス、啓発グッズ等） 

  イ 若者への消費者教育・啓発への取組        ６８７千円 

（新成人向け啓発はがき、啓発リーフレット送付等） 

  ウ エシカル消費の普及啓発への取組         ２５２千円 

（啓発グッズ、展示パネル作成等） 

  エ 相談員のレベルアップ研修            １２１千円 

（３）消費生活相談員の人件費への交付金活用について 

消費生活相談員の人件費は、推進事業において新規設置や増員による 

経費増が交付金の対象となる。足立区では、前身となる地方消費者行政

活性化交付金設立当初（平成２１年度）から現在に至るまで、相談員の

増員を実施していないため、交付金の対象外となっており、活用実績は

ない。 

※ 消費生活相談員（現在７名）の人件費：年間３１，０６５千円 

 

３ ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）の刷新につ 

いて 

（１）ＰＩＯ－ＮＥＴについて 

   国民生活支援センターと全国の消費者センターをネットワークで繋ぎ、

消費者行政において消費者被害の防止、被害救済に役立てるために構築

されたシステムで、５年ごとに刷新・機能強化がされてきた。 

（２）ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新内容について 

   令和８年１０月に刷新・機能強化が予定されている内容は、サイト内

にトラブル解決の参考情報を掲載することで、消費者トラブルの自己解

決の支援を行い、相談内容の記録や相談処理の参考情報共有を行う。 

（３）ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新にかかる費用について 

   端末については全庁で使用している文書端末を使用するため、現状費

用負担は発生しない。 
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４ 消費者生活相談のデジタル化について 

現在、相談員は、相談を受けた時点で相談内容をＰＩＯ－ＮＥＴに入力 

している。入力した情報に基づいて、過去の相談内容を検索するほか、相談 

内容の傾向や相談者の属性等の把握等に活用している。 

 

５ 地方財政法第１０条について 

（１）概要 

法令に基づいて地方公共団体に義務付けられた事務で、国と地方公共団 

体相互の利害に関係があって円滑な運営を必要とするものについて、国が 

経費を負担するべき事務を列挙している。 

（２）地方財政法第１０条で列挙されている事務 

義務教育の職員給与や建物の建築経費、生活保護に要する経費、感染症 

の予防に要する経費、身体障害者の更生援護に要する経費、女性相談支援 

センターに要する経費、知的障害者の援護に要する経費、児童手当・児童 

扶養手当に要する経費 など３４項目が規定。 
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件  名 
受理番号９ 

足立ブランド認定と認定企業への支援の仕組みの改善を求める陳情 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

陳情の要旨 
足立ブランド認定と認定企業への支援の仕組みを改善し、足立区に縁のあ

る事業者の活性化をより広げるよう求める 

陳情者等 請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び 

経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「足立ブランド」事業について 

区内産業の優れた製品・技術を認定し、その素晴らしさを全国に PR しネ

ットワークを広げていくことで、区内産業のより一層の発展と足立区のイ

メージアップを図ることを目的に平成１９年度から開始した事業。 

 

２ 足立ブランド再認定の実施について 

事業開始から１７年が経過し、社会情勢や認定企業の状況に変化が生じ 

ていることから、令和６年度より新たな認定基準（下表参照）に基づく再 

認定選考を実施している。 

（１）認定基準表 

選考 認定基準（審査項目） 

１次選考 

【書類】 

１ 製造業もしくは製造小売か、区内に生産関連現場の実態 

があるか 

① 非製造業と食品製造業は対象外 

② 取扱製品の主たる生産関連現場が区内に無い場合は 

対象外 

２ 地域で活躍する優れた製品・技術を持つ企業か 

  ① 地域性の乏しいあるいは企業主の顔の見えにくい大 

型企業等は対象外（経営者や後継者が、区内工場で 

常駐的に事業活動や生産等に従事しているか） 

３ 企業の信頼性、これまでの実績 

  ① 財務状況及び労務管理の状況 

② 区内産業の発展、地域社会やSDGsでの貢献度 

２次選考 

【書類】 

【企業訪問】 

４ 取扱製品や技術・技能の「優秀性」「先駆性」「独自性」

「物語性」 

  ① 認定技術・製品の「優秀性」「独自性」等の継続状況、

製品・技術開発に取り組んでいるか 

② 企業としての生産体制や品質管理体制の構築 

５ ブランド活動展開の可能性 

① 足立ブランドを引立てる魅力ある企業（技術製品か） 

② 足立ブランド事業の主旨に賛同し、全体会やＰＲ等 

の協働活動に参加したか 
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③ 「ワーク・ライフ・バランス」「健康経営」「ユニ 

バーサルデザイン」等の実績 

６ 企業訪問による現地調査 

 

（２）令和６年度再認定の結果 

対象企業 辞退企業 再認定企業 非認定企業 

７社 ２社 ４社 １社【理由：（３）参照】 

 

（３）非認定の理由 

① 現在、製造機械をすべて処分しており、製造拠点がない。 

② 得意とする技術・製品の分野は大手企業の参入が多く、競争が激 

しい領域なので、どのように差別化して、シェアや売上を確保し 

ていくか非常に難しく、将来にわたり競争力を保持していくこと 

は難しい。 

③ 認定当初は製品の開発が評価されたが、十数年が経過し、現時点 

で製造過程に関わる設備や職人が充足していると認められない。 

④ 商品開発を進めているが、現段階では実質一人でやっており、商 

品化実現が困難である。 

 

３ ＦＣ足立交流会について 

足立ブランド認定企業で構成された任意団体。情報共有、対外ＰＲなど

の部会を設け、講演会や勉強会などを実施して自主的に活動している。 

「ＦＣ足立」（Free Company＝自由なつながり、自由な仲間） 

 

４ ＦＣ足立交流会規約違反との記載について 

令和６年度役員改選にあたり、根拠となる下記規約解釈について、会員 

（足立ブランド認定企業）内で意見が分かれたため、会員投票を実施。 

投票の結果、下記ア意見①の解釈を採用し、役員改選を実施した。 

 

 

 

 

 

 

ア 意見① 

会長、副会長は同じ役職での再任は２期まで。会長が副会長、副会 

長が会長になることは問題ない。 

イ 意見②  

会長、副会長はいずれも役員であり、再任は２期まで。現副会長が 

会長になることは規約違反。 

 

（役員の選任）※抜粋 

第七条 「ＦＣ足立」に会長（１名）及び副会長（２名）を置き、会員

の互選により定める。 

２ 会長及び副会長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げないが２

期までとする。 


